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税 金 は こ う 使 わ れ る  〔Ｐ3〕 

 

 私たちの生活は、家庭の経済を中心に営まれています。例えば、給与

所得者の場合は、給料から衣食住その他生活に必要なものを購入します。 

しかし、健康で豊かな生活を営むためには、道路や水道など毎日の生

活に欠かせないものを整備しなければなりません。また、警察や消防な

ども必要です。 

 国や地方公共団体は、このような社会全体にとって必要な仕事を受け

持っています。そして、その費用を賄うために、税金や公債などの形で

収入を得ています。 

 この税金や公債などの収入のことを「歳入」といい、支出のことを

「歳出」といいます。 

令和５年度の国の歳入（予算額）は114兆3,812億円で、その60.7％が税

金（租税及び印紙収入）となっています。 

１ 社会保障〔Ｐ5〕 

令和５年度の社会保障関係費は、36兆8,889億円で歳出予算の32.3％

を占めています。 

社会保障には、①社会保険、②生活保護、社会福祉などがあります。 

①社会保険には、医療保険、年金制度、介護保険などがあります。 

医療保険は、病気やけがをしたときに誰もが安心して医療を受ける

ことができるようにするための制度です。年金制度は、高齢者や障害

者などの生活を所得の面から保障する制度で、国民年金、厚生年金な

どがあります。介護保険は、介護が必要となった方々を社会全体で支

えるための制度です。年金医療介護保険給付費は、社会保障関係費の
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78.4％を占めています。 

②生活保護は、生活に困っている方々に対して、健康で文化的な最

低限度の生活を保障し、その自立を助けるための制度です。生活扶助

や住宅扶助、教育扶助、医療扶助などの制度があります。 

また、社会福祉は、障害者や母子家庭など社会生活を営む上で様々

なハンディキャップを持った方々が、そのハンディキャップを克服し

て、安心して社会生活を営むことができるよう、公的な支援を行う制

度です。 

生活保護費と社会福祉費を合わせた生活扶助等社会福祉費は社会保

障関係費の11.7％を占めています。 

２ 公共事業〔Ｐ7〕 

道路や港湾、住宅、上下水道、公園、ダムなど私たちの生活や産業

活動の基盤となる公共施設を整えるための費用が、公共事業関係費で

す。 

令和５年度の公共事業関係費は６兆600億円で、歳出予算の5.3％を

占めています。 

３ 教育・科学の振興〔Ｐ7〕 

教育は国の基本であるといわれています。令和５年度の文教及び科

学振興費は５兆4,158億円で、歳出予算の4.7％を占めています。 

 小学校と中学校の９年間は、義務教育として誰もが教育を受けるこ

とになっています。校舎の建設、教科書の配付、学校の給食設備など

の費用は、国と地方公共団体で負担しています。 

 令和２年度に国と地方公共団体が負担した額は、小学校の児童一人

当たり約97万5,000円、中学校の生徒一人当たり約112万2,000円、全日
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制の高等学校の生徒一人当たり約106万3,000円となっています。 

４ 地方財政の適正な運営〔Ｐ8〕 

都道府県や市区町村といった地方公共団体は、教育、警察、消防、

環境衛生、生活保護など私たちの日常生活に密接に結びついている仕

事を受け持っています。 

ところが、地方公共団体は、その規模や地域の経済条件によって、

その財政力に違いがあります。 

こうした財政力の違いによって住民の受ける公的サービスに格差が

生じないよう、国は地方公共団体の財源を確保し、各地方公共団体間

のバランスを調整する支出を行っています。これが「地方交付税交付

金等」と呼ばれるものです。 

なお、令和５年度の地方交付税交付金等は16兆3,992億円で、歳出予

算の14.3％を占めています。 

 また、地方交付税交付金等のほかに、地方公共団体に支出されるも

のに、社会保障、公共事業、教育などの補助金や負担金として支出さ

れる「国庫支出金」などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 




